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  様式９（添付１－３） 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 

（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 

地方公共団体名【静岡市】  

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

（１）指導員連絡協議会 

構成員：特別支援教育センター長、指導主事２人、共生教育推進コーディネーター１人、 

日本語指導教員10人、日本語指導員38人  

（２）日本語指導教員連絡協議会 

構成員：指導主事１人、共生教育推進コーディネーター１人、日本語指導教員教員10人 

具体的な活動内容 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営（必須実施項目）

ア 静岡市における地域日本語学習推進総合調整会議 全２回 参加者 10 名 

（協議内容） 

      ・学齢期及び学齢期を超えた子どもたち向けの地域日本語教育・高校進学支援等 

・「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」進捗状況と時期に向けての具体案検討について 

イ 日本語指導教員連絡協議会  全 13 回 参加者 12 名 

（協議内容）日本語指導教室運営、指導方法やＪＳＬ、DLA の研修・情報交換 等 

ウ 日本語指導員連絡協議会 年 1 回 参加者 50 名 

（協議内容） 当該児童生徒等の現状と課題及び市の方針、日本語指導の指導方法、勤務形態 等 

（２）学校における指導体制の構築 （必須実施項目） 

ア 当該児童生徒が増加している地区に拠点校（10 校）を設置し、外国人児童生徒等支援教員を配置 

イ 研修体制 

（a）多文化共生研修会（教育委員会、日本語指導教員、市内全小中学校担当者） 

（b）日本語指導員研修会、新任日本語指導員研修会（教育委員会、日本語指導教員、日本語指導員） 

（c）日本語指導希望研修（学級担任等） 

（d）日本語指導教員による所属校での校内研修 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （必須実施項目）    

ア 「特別の教育課程」の考え方に基づいた計画立案  

イ 「特別の教育課程」の実施、検証 

（４）成果の普及 （必須実施項目） 

ア 外国人児童生徒等支援教員連絡協議会、日本語指導員連絡協議会、日本語指導担当者会における成

果と課題の報告 

イ 総合調整会議での、外国人児童生徒等支援事業の進捗状況及び成果の報告 

ウ 日本語指導教室指導の記録、訪問指導児童生徒連絡ノートによる個別支援の報告 

エ 前項に向けた教育委員会から日本語指導だよりの発行 
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（５）学力保障・進路指導【重点実施項目】 

ア 外国人児童生徒等支援事業における日本語指導教室、訪問指導での学習指導 

イ 高校進学ガイダンスの実施 （児童生徒 15 名、家庭数 14 参加） 

ウ ＪＳＬカリキュラムの実施 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール【重点実施項目】 

ア 来年度小学校入学予定の幼児を対象とした模擬授業 （幼児 18 名参加） 

イ 保護者に対する日本の学校制度や入学に際しての説明、相談（保護者約 30 名参加） 

（７）ICT を活用した教育・支援【重点実施項目】 

ア 訪問日本語指導での一人一台端末を活用した指導 

イ 音声教材を使用した指導 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

ア 日本語指導教員による DLA の実践 

（10）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

ア 日本語指導員による日本語初期指導の実践 

イ 児童生徒等の母語が分かる支援員による適応相談 

（11）共生社会における共に学び成長する授業等の在り方に関する調査研究の実施 

ア 特別支援教育の指導ノウハウの共有による共生教育の充実 

イ 日本語指導教員所属校及び日本語指導教室における多文化交流会の実施 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営（必須実施項目）  

（成果） 

・総合調整会議では、学齢期及び学齢期を超えた子どもたち向けの地域日本語教育・高校進学支援等につ

いて様々な立場から支援の具体案について検討することができた。 

・日本語指導教員連絡協議会では、日本語指導教室、訪問指導の現状の情報交換と、日本語指導教員が実

践している日本語指導方法、学校等との連携についての研修を充実させることができた。 

（課題） 

・受け入れに慣れていない学校での、来日したばかりの児童生徒について、学級での支援に対する不安解消

が十分ではなかった。  

（２）学校における指導体制の構築 （必須実施項目） 

（成果） 

・市内全域に対して同水準の指導を展開し、当該児童生徒の属する学校との連携強化に努めることで、拠点

校設置地区の日本語指導体制の整備が進んだ。 

・多文化共生研修を Google クラスルームを経由するオンラインで行うことにより、学校数以上の教員が参加で

き、外国人等の受け入れに関する周知や情報提供が広がった。 

（課題） 

・来日直後の受け入れに関する研修が十分ではなかった。 

・日本語指導教員に対する専門的な指導方法の研修が十分ではなかった。 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （必須実施項目）    

（成果） 

・個別の指導計画を中心に、外国人児童生徒等支援教員と担任、学校窓口の教頭が編成に関わることで、当
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該児童生徒全員が「特別の教育課程」を編成して日本語指導を受けることができた。 

（課題） 

・ＤＬＡを反映しながら指導計画の見直しを学級担任と日本語指導教員が協働できるよう、特別の教育課程を

活用する仕組みが必要である。 

（４）成果の普及 （必須実施項目） 

日本語指導教員連絡協議会、日本語指導員連絡協議会、本語指導担当者会における成果と課題の報告 

（成果） 

・全校に向け、教育委員会から日本語指導だよりを発行し、日本語指導が必要な子ども達の現状や指導等に 

ついて紹介することで、教科につながる指導の必要性を学校が認識し、日本語指導の申請につながった。 

（課題） 

・受け入れ体制づくり（特に適応指導）が不十分な学校への教育委員会からの支援が不十分である。 

（５）学力保障・進路指導【重点実施項目】 

（成果） 

・参加児童生徒、家庭数が増加した。高校進学ガイダンスでは、小学生の保護者にも呼び掛け、通訳を付け

て実施したことで、日本の受験システムや進学にかかる費用、サポート校の役割などについて、より多くの外

国人保護者が子どもの進学について見通しをもつことができた。また、参加した児童生徒とその保護者に対

して、通訳を交えた個別の進路相談を行い学校とつなぐことで、受験の不安が軽減された。 

（課題） 

・中学で海外から転入してきた生徒に対し、高校受験レベルの学習を定着させることは困難なため、生活の拠

点やオンラインを含めた学習方法、サポート校を含めた進路選択について保護者と学校が話し合う機会を

設定する必要がある。 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール【重点実施項目】 

（成果） 

・本プログラムにより幼児たちは小学校生活に期待感をもつことができ、保護者は安心感をもつことができた。 

（課題） 

・参加家庭を増やす。保護者に対して、プレスクール参加に対するメリットを感じさせるプログラムを工夫する。 

（７）ICT を活用した教育・支援【重点実施項目】 

（成果） 

 ・翻訳、カメラ機能を使用することにより、自分の日本力や母語力に合わせて主体的に授業を聞き、友達とコ 

ミュニケーションをとり、ワークシートに自分の学びを表現することができるようになった。 

（課題） 

・ICT の活用研修を行い、自作の教材等を指導教員、指導員、学級担任が共有し、活用しやすくなる環境を

整える必要がある。 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

（成果） 

・当該児童生徒の日本語の力を把握することで、個別の指導計画や学級での個別支援に生かすことができ

た。 

（課題） 

・多くの学級担任にとって DLA の結果を学級での具体的な授業改善にまで広げることが難しかった。 
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（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

（成果） 

・日本語指導員の日本語初期指導により当該児童生徒の日本語力の向上がみられた。 

・保護者面談での派遣により、母国と日本の文化の違いをふまえて通訳することで、保護者の不安解消や、 

保護者と学校をつなぐ支援の充実が図られた。 

（課題） 

・予算上限の依頼があり、より多くの依頼があった場合の対応が難しい。 

（11）共生社会における共に学び成長する授業等の在り方に関する調査研究の実施 

（成果） 

・児童生徒用特別支援教育で使われている「読み」「書き」「語彙」に関する教材を活用し、個の認知特性に合

わせた日本語指導を進めることができた。 

・日本語指導教室多文化交流会では、４教室において保護者と学級担任、日本語指導員（教員）による懇談

等を行い、体験を交えながら対話し、外国人と共につくる学校や地域の在り方について考えることができた。 

（課題） 

・特別支援と日本語指導の両方が必要な児童生徒について、積極的に集団の中での様子を巡回したり、ケー

ス会議に参加したりして、特別支援教育や医師等の専門家との協議に参加していく必要がある。 

本事業で対応した幼児・児童
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４．その他（今後の取組予定等） 

日本語指導について、高校進学を目指す児童生徒の日本語習得を支援するため、日本語指導教員の教科につなげる日

本語指導の研修を充実させる。さらに、日本語指導員も増員し、児童生徒へのきめ細かな日本語指導と合わせて、学校、学

級担任を支えるための連携強化に努める。 

今後増加見込みの外国につながる児童生徒の受け入れについて、学校や日本人の児童生徒に対する多文化共生教育を

推進するため、日本語指導教員４名増員を生かし、来日直後の転入生の適応支援を充実させる。また、特別支援教育センタ

ー内で特別支援担当と協働しながら個に応じた支援についての研究を進める。 

 

 

 


